
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号

外
国
等
に
よ
る
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

外
国
等
に
よ
る
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
並
び
に
第
四
条
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
等
に
よ
る
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
外
国
等
に
よ
る
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
六
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
貨
物
利
用
運
送
事
業
　
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
い
う
。

二
　
海
運
仲
立
業
　
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
海
運
仲
立
業
を
い
う
。

三
　
一
般
港
湾
運
送
事
業
　
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
港
湾
運
送
事
業
を
い
う
。

（
周
知
す
べ
き
関
係
者
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
（
法
第
三
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
三
条
の
二
第
四
項
並
び
に
第
四
条
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
関
係
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
本
邦
に
お
い
て
事
業
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
外
航
船
舶
運
航
事
業
に
関
し
海
運
代
理
店
業
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
又
は
海
運
仲
立
業
を
行
う
者

二
　
一
般
港
湾
運
送
事
業
を
行
う
者

三
　
外
航
船
舶
運
航
事
業
を
利
用
す
る
荷
主

（
周
知
措
置
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
二
項
の
周
知
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
措
置
は
、
前
条
に
規
定
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
る
団
体
に
通
知
し
、
又
は
新
聞
紙
に
広
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
四
条
　
法
第
六
条
第
二
項
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
二
年
七
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
（
第
４
条
関
係
）別記様式（第４条関係） 

 
（表）  

 第   号 
立   入   検   査   証 

 
           官  職 
           氏  名 

              生年月日 
 

 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別

措置に関する法律第６条第１項の規定により立入検査をする職員であることを

証明する。 
 

              国土交通大臣      印 
 

                      年  月  日発行 
                        年  月  日限り有効 

 
（裏）  

外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利 
益な取扱いに対する特別措置に関する法律抜すい 

 
第６条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、外航船舶運

航事業を行う者若しくは外航船舶運航事業に関し海運代理店業を行う者に対

し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、第３条第１項若しくは第

３条の２第１項の規定による通告をした相手国外航船舶運航事業者若しくは

特定相手国外航船舶運航事業者若しくは当該相手国外航船舶運航事業者若し

くは当該特定相手国外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業に関し海運

代理店業を行う者の営業所、事務所その他の事業場若しくは船舶に立ち入り、

帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  
２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者にこれを提示しなければならない。  
３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 
第９条 第６条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10 万円以下

の罰金に処する。 
 

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

９センチメートル 
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